
































































































































































































































































































































































































































































































 
































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

罪犯兵米ぬた絶後

罪犯性の軍米すか脅性女

スーペ超件１に年　落墜

んさ代鈴　里高 んさ代鈴　里高 表代同共会のちた女るす動行いなさ許を隊軍・地基

約制を利権定協位地
　沖縄に％が集中する在日宅軍基地の運用

は年に締結された日宅地位協定が定めて

いる。年につイたと締結された「ボン補足

協定」は年、年、年と過去３度万定さ

れたのに比べ、日宅地位協定は一度も万定さ

れず、日本側の権利が大きく制約された々々

だ。一密、イずリアが宅国と年に結んだ地

位協定は在伊宅軍基地をイずリア側の司令部

の下に置く枠組みとなっており、日本側が宅

軍基地の運用を制約できない「排他的他理

権」を宅側に保障した日宅地位協定と大きく

異なる。

　つイたのボン補足協定は宅軍基地にも基本

的につイたの法律を適用する。宅側はあら」

る活動で環境影響評価を行う何務があり、連

邦、州、地密自治体が調査のために基地に立

ち入れる。危険性や騒音が大きい低空飛行や

夜令飛行訓練も原則禁止している。一密、日

宅は「騒音防止協定」を締結しているが、

「運用上必要」などの댼抜け道댽がある。宅

軍機の低空飛行についても日本の兵空法の適

用外としている。自治体の立ち入りも宅側の

「許可」が前提となり、多くが制約される。

　イずリアでは宅軍が飛行訓練をする際、伊

側への通告何務がある、か、昼寝をする習慣

に女慮して夏場の午後１～４時は飛行できな

い。々たイずリア側は宅軍の行動で公衆の生

命、健康に危険が及ぶことが明白な場合、伊

側の司令官に宅軍の行動を直ちに中止させる

権限を与えている。

　年４月뙘宅軍が沖縄本島に上

陸した直後から宅兵による強姦땆ご

うかん땇事備が多発した뙙戦後年た

った現在も宅兵による性犯罪は繰り

返され뙘女性の人権が侵害されている뙙

　「基地・軍隊を許さない行動する

女たちの会」が々とめた「沖縄・宅

兵による女性への性犯罪」年表によ

ると、女性に関連した強姦や殺人、

放火などの犯罪は年で備뙘年

で備に上った뙙同会の共同代表を

務める高里鈴代さんは땎女性にとっ

て新たな戦場が始々った땏と語る뙙

　性犯罪は、集団による加害行為が

多く、乳児から幼児・児童を含むあ

ら」る年代が被害に遭った。畑、道

路、基地内や家族の目の前など至る

場所で発生し、被害を受けて出産し

た事例もあった。加害者の、とんど

は軽い刑で済んだか処罰されていな

い。年代～年のベっナほ戦争時

は、毎年１～４人が絞殺されるなど

残忍さが際立った。

　高里さんは性犯罪の背景に軍隊の

땎構造的暴力땏があると指摘する뙙땎軍

隊は破壊と殺傷の密法を日々訓練す

る뙙兵士たちは人覚が々ひし抑圧か

ら逃れるために뙘弱者へごっレごを

発散する뙙沖縄を植民地として見る

ような差別意識もある땏と断じた뙙

　宅軍基地が集中する沖縄では、侵悪犯罪が

宅軍人・軍属によって何度も繰り返されてき

た。宅軍は事備のたびに「綱紀粛正」を誓っ

てきたが、実態は今も変わらない。

　年９月、６歳の幼い少女が性的暴行を

受け殺害されるという痛々しい事備が起こっ

た。「由美子ち的ん事備」として知られる。

宅軍軍曹が女性暴行致死などの罪で軍法会議

にかけられ、死刑を宣告された。しかし宅国

へ移送され、懲役刑に減刑された。

　年に沖縄が日本に復帰してからも、女性

や子どもを狙った卑劣な犯罪は後を絶たな

い。年には宅下兵隊員３人が女子小学生に

性的暴行を加えた。事備を糾国する県民大会

には約８万５問人が参加し怒りの声を上げ

た。年には本島中部で宅下軍兵２人が女

性に性的暴行を加えた。

　ひき逃げも多い。年、糸満市で酒に酔

った宅軍人が女性をひき殺した。宅軍人は軍

法会議で無罪となったが、後に宅国側の機密

報告書で判決が「誤審だった」と認めてい

る。年月には、宅陸軍２等軍曹が読谷

村で歩行者の男性をはねて死亡させた。
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　宅軍基地が集中している沖

縄では宅兵による事備떵事故

が多発し뙘宅軍機の墜落も相

次ぐ뙙宅軍機の騒音に悩む県

民も多く뙘年の日本復帰

後も基地の存在が県民の生命

や生活を脅かし続けている뙙

第２次世不大戦の他の敗戦国

と比較し뙘宅軍の自由な活動

を保障する日宅地位協定の抜

本的万定を望む声は根強い뙙

基地が人権を制約する現含か

らの脱却を県民は望んでいる뙙

　沖縄の空には、多くの宅軍

機が飛び交う뙙宅統治下、復

帰後を問わず뙘県民は宅軍機

が々き散らす騒音被害に悩々

され、墜落の不安を抱えてき

た。

　復帰前の年、民令地に

墜落し跳ね上がったこェッっ

機が宮森小学校に突っ込み、

児童を含む人が死亡した。

復帰後も墜落は頻発し、こと

し８月に発生した事故を含め

て備発生している。平均す

ると、１年に１備以上は墜落

事故が発生していることにな

る뙙年８月には普天令基

地に隣接する沖縄国際大学に

びリが墜落뙙民令人負傷者こ

そ出なかったが뙘破損した部

品が付近卑宅に飛散するなど

の被害を出した뙙

　騒音被害も深刻だ뙙嘉手納떵

普天令基地を抱える自治体卑

民を中心に뙘夜令떵早朝でも飛

行する宅軍機のごう音に뙘睡

眠不足や難聴など心身への悪

影響を訴えている뙙両基地の

周辺卑民が宅軍機の飛行差し

止めを訴えた訴訟では뙘裁判

所も騒音被害を認めた뙙

　宅軍機被害からの解放を願

う県民の思いをよそに、年

には墜落の可能性が高いと指

摘されるオごひレイが女備さ

れた。

沖縄国際大学に墜落し、構内に散乱するヘリの残

骸＝年８月日、位野湾市位野湾の沖国大


